
経営ニュース 
黒埼商工会広報 №３０３ 

《平成２８年１月号》 
TEL 377-3155 FAX377-4056 

裏面もご覧下さい 

●黒埼商工会「新年会」開催のご案内 

 黒埼商工会では下記の日程で新年会を開催いたします。 

  会員の皆様、多数のご参加をお待ちしています。 

 

  ・日時 平成28年1月２０日（水） 午後６時より 

  ・会場 大野町「初音家」 

  ・会費 ４，０００円 

  ※申し込み締め切りは １月１５日 です。詳細は同封の案内文をご覧ください。 

●障害者の職場定着に取り組む企業を支援する助成金のご案内 

①障害者職場定着支援奨励金 
 障害者を新たに雇い入れ、その業務の遂行に必要な援助や指導を行うために、一定の要件を満たす職 
場支援員を配置する事業主に対して助成する制度。 

・職場支援員の雇用又は業務委託の場合、月1.5万円～4万円（事業所規模、雇用者労働時間による） 
・職場支援員の委嘱の場合、支援回数1回につき1万円月（上限額あり） 
 （支給期間：2年間（精神障害者は3年） 6ヶ月ごとに支給） 
 
②障害者職場復帰支援助成金 
 事故や難病の発症などの原因による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職 
場復帰のために必要な職場適応の措置をとった事業主に対して助成する制度。 
・支給額 中小企業 70万円 大企業 50万円 
 

※詳細については、新潟労働局 職業安定部 職業対策課（ＴＥＬ025-288-3508）または最寄りのハロー 
 ワークへお問合せ下さい。 
 また、厚生労働省ＨＰ「事業主の方のための雇用関係助成金」から内容をご確認ください。 

●新潟県商工会連合会主催セミナーのご案内（会場：新潟県商工会館7階大会議室） 

 １月２９日（金）13:30～「ソーシャル・ビッグデータの可能性」（受講無料 定員70名） 

 ２月 ８日（月）13:30～「マイナンバー制度実務対応セミナー」（受講無料 定員70名） 

 ※詳細、申し込み方法などは同封のチラシをご覧ください。 

●無料法律相談のご案内 

・日 時 平成28年 1月１４日（木）10：00～12：00   

・会 場 黒埼商工会館 
・相談員 弁護士 板垣 剛 氏 
 ※事前にお電話でのご予約をお願いします。（黒埼商工会ＴＥＬ025（377）3155） 



●ＮＩＣＯ にいがた産業創造機構を活用してみませんか？ 

ＮＩＣＯ（公益財団法人にいがた産業創造機構）は『新潟の産業をもっと元気にする』ことを使命に、「むすぶ」「育

てる」「創る」という機能を発揮しながら、挑戦する県内中小企業を積極的に支援し、そして成功に導く活動を行っ

ています ！ お問い合わせは商工会まで。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     お問い合わせ先 黒埼商工会又は公益財団法人にいがた産業創造機構 

        〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル9～10F 

        TEL025-246-0038  FAX025-246-0030  E-mail info@nico.or.jp  

●新会員の紹介について 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

１．創業・新事業展開をサポート  

〇資金面によるサポート  

〇インキュベーションオフィスの運営  

〇創業支援セミナー・講座の開催  

〇知的資産経営を支援  

 〇産官学連携による研究開発を支援 

２．市場開拓をサポート 

〇商品開発サポート  

〇商品評価支援  

〇販路拡大をサポート  

〇海外展開を支援  

３．産業人材の育成をサポート  

〇長岡モノづくりアカデミー  

〇高度ＩＴ人材育成研修  

〇企業の広報力向上支援  

４．専門家によるサポート 

〇ビジネスプランの評価・助言  

〇専門家派遣  

５．成長分野の産業創出をサポート  

〇健康ビジネスの振興  

〇新エネルギー産業への参入促進 

〇クラウド活用ビジネスの創出 

事業所名 業種 所在地 

大衆居酒屋 ふとっぱら 飲食業 西区鳥原 

㈱あおぞら代行新潟 自動車運転代行業 西区山田 

セーブオン新潟亀貝店 コンビニエンスストアー 西区黒鳥 

㈲アクロテック 住宅設備機器の販売及び施工 西区山田 

保盛軒 飲食業（中国料理） 西区ときめき西１ 

太陽食堂 飲食業 西区大野町 

源七・くろとり食堂 飲食業 西区黒鳥 

セカンドCar’s新潟 自動車販売修理 西区ときめき東１ 

田邊興業 板金塗装 西区寺地 

●＜新潟県新潟労働相談所からのお知らせ＞ 

 労働者、事業主を問わず、労働に関する問題でお困りの方は 

 労働相談専用電話 ０２５－２３２－６１１０へお電話下さい。（相談無料・秘密厳守）   
 相談内容（労働者側）「賃金・残業代を払ってもらえない」「突然解雇を告げられた」など 

     （事業主側）「問題社員がいて困っている」「就業規則を見直したい」など 
 相談時間 月曜～金曜（祝日除く）午前8時30分～午後5時15分 
      第三日曜 午後1時～午後5時15分（電話相談のみ） 
 来場相談の場合：新潟市中央区川岸町3-18-1 新潟地域振興局４階へお越しください。 


